
（平成２１年９月９日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 13 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 8 件

年金記録確認三重地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

三重厚生年金 事案 570 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 19 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、昭和 20 年 11 月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に

行ったと認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日

及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額は、昭和 19 年 10 月から 20 年８月までは

50円、同年９月から同年 10月までは 80円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年 11月１日まで 

社会保険事務所で厚生年金保険の加入記録を確認したところ、昭和 19 年

10 月１日から 20 年 11 月１日までの期間のＡ社で勤務していた記録が無い

との回答があった。私は正社員として勤務していたので、申立期間につい

て厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管している厚生年金保険被保険者台帳索引票によると、

申立人の厚生年金保険被保険者記号番号が、昭和 19 年７月１日に払い出され

ていることが確認できる上、社会保険庁が保管している当該記号番号による

申立人の厚生年金保険被保険者台帳により、被保険者資格得喪日は不明であ

るものの、19 年８月１日及び 20 年９月１日の標準報酬月額の等級が記載さ

れており、申立人がＡ社において厚生年金保険被保険者資格を取得している

ことが確認できる 

また、Ａ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

申立人の資格取得日は昭和 19 年６月１日、資格喪失日は 20 年 11 月１日と記

載されており、当該被保険者名簿に記載されている女性 13 人（申立人を除

く。）も 19 年６月１日に被保険者資格を取得しているが、このうち複数の者

について社会保険事務所における厚生年金保険被保険者資格の取得日を確認

したところ、すべて女性が厚生年金保険被保険者になることができた同年 10



                      

  

月１日となっていることが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人が申立期間においてＡ社に勤

務し、事業主は、申立人について、制度上、女性が厚生年金保険被保険者と

なった昭和 19 年 10 月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、20 年 11

月１日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁が保管している当

該事業所の申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳に記載されている標準報

酬月額の等級の記録から、昭和 19 年 10 月から 20 年８月までは 50 円、同年

９月から同年 10月までは 80円とすることが妥当である。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 571 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に

係る記録を昭和 44 年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 12月 21日から 44 年２月１日まで 

私は、昭和 35 年７月 20 日にＡ社に入社後、転勤はあったものの、62 年

５月 10 日まで同社で継続して勤務していたので、同社Ｂ工場から同社Ｃ工

場に転勤したころの期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録、Ａ社厚生年金基金の老齢年金計算書及び同

僚の供述から判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し（昭和 44 年２月

１日にＡ社Ｂ工場から同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ工場に係る昭和 43 年

10 月及び同社Ｃ工場に係る 44 年２月の社会保険事務所の記録から、６万円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、保険料を納付したとしているが、申立人と同時期にＡ社Ｂ工場から

同社Ｃ工場に異動した同僚に申立人と同様の事象が見受けられ、当該異動に

係る届出が適切に行われたとは考え難いことから、事業主が昭和 43 年 12 月

21 日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年 12 月から 44 年１月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 572 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る

記録を昭和 33 年５月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月額を１万円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年７月４日から 32年５月１日まで 

             ② 昭和 33年４月 21日から同年５月１日まで 

私は、昭和 31 年７月４日にＡ社に入社し、33 年５月１日に同社がＢ社

を設立することとなったため、営業部長としてＢ社へ異動した。その後、

再びＡ社に異動し退職するまで継続して勤務をしていたので、申立期間に

ついて厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事務担当者及び申立期間当時の同僚の供述から判断すると、申立人

はＡ社に継続して勤務し（昭和 33 年５月１日にＡ社から関連会社であるＢ社

に異動）、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、Ａ社に係る昭和 33 年３月の

社会保険事務所の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、申立人と同時期にＡ社からＢ社に異動

した一人に申立人と同様の事象が見受けられ、当該異動に係る届出が適切に

行われたとは考え難いことから、事業主が昭和 33 年４月 21 日を資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料

の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、



                      

 

  

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

一方、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

となった年月日は、昭和 32 年５月１日であり、申立期間①については、同社

は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿について、資格取得日順に健康保険整理番号＊番から＊番（申立人は

＊番）までの被保険者の資格取得日を見ても、いずれも昭和 32 年５月１日と

なっている。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 573 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格喪失日

に係る記録を昭和 46 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年６月 30日から同年７月１日まで 

私は、昭和 44 年４月１日にＡ社（現在は、Ｃ社）に入社後、転勤はあっ

たものの、継続して働いていたので、同社Ｂ営業所から同社Ｄ工場に転勤

したころの期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及びＣ社への照会結果から判断すると、申立

人がＡ社に継続して勤務し（昭和 46 年７月１日にＡ社Ｂ営業所から同社Ｄ工

場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｂ営業所に係る昭和 46 年

５月の社会保険事務所の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、「確認できる関連資料等は無いが、申立人が申立期間に当社に継続

して勤務していたことは間違いなく、当社の事務手続上のミスだと思う。」

と回答していること、及び事業主が資格喪失日を昭和 46 年７月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年６月 30 日と誤って記録する

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料の納入の告知を行ってお

らず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

三重国民年金 事案 726 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年３月から 52 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 52年３月まで 

    申立期間中は転居を繰り返していたが、転居する都度、転居先の役所で

国民年金の加入手続を行い、年に３回から４回、郵便局や銀行で国民年金

保険料を納付していた。また、役所で納付したこともあったと思う。申立

期間について、未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、Ａ県において昭和 54 年６月に払

い出されているが、その時点では、申立期間は特例納付によるほかは、時効

により国民年金保険料を納付できない期間であるところ、申立期間について

特例納付した形跡はうかがえず、申立期間について別の国民年金手帳記号番

号が払い出された形跡も無い。 

   さらに、申立人は、申立期間中に転居を数度繰り返し、その都度、転居先

で国民年金の加入手続を行い、郵便局や銀行で国民年金保険料を納付してい

たとしているが、制度上、昭和 46 年ごろまでは、現年度保険料の納付方法は

印紙検認方式であるため、納付書による納付はできない上、申立人は、印紙

検認方式による納付については記憶が無いとしていることから、申立内容に

不合理な点がみられる。 

加えて、申立期間について、申立人が転居したとしている市等に確認して

も、申立人が国民年金に加入した形跡は無く、約 12 年とこれほど長期にわた

り、かつ、複数の市等において、事務処理に過誤が生じたとは考え難い。 

   このほか、申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重国民年金 事案 727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成７年３月から９年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年３月から９年２月まで 

    就職の関係で市役所に行った時に、国民年金に加入した。その際、国民

年金保険料の滞納について説明を受け、２年分はさかのぼって納付できる

と言われたが、一度には無理だったので、１回につき１、２か月分程度の

保険料を数回に分けて納付した。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無い。 

   また、申立人は、国民年金の加入手続を行った時期について明確に記憶し

ていない上、申立人の国民年金手帳記号番号は、厚生年金保険の記号番号が

使用されていることから、基礎年金番号制度が導入された平成９年以降に国

民年金の加入手続が行われたものと推認できる。 

さらに、社会保険庁の記録によると、申立期間を含む平成５年９月から９

年２月までの国民年金の加入記録は 12 年９月に追加整理されたものである

上、市が保管している国民年金被保険者名簿においても、当初、申立人の国

民年金被保険者の資格取得日について、申立人が厚生年金保険の被保険者資

格を喪失した同年８月 21 日と記録しているが、その後に厚生年金保険の加

入期間を確認した上で５年９月から９年２月までの国民年金の加入期間を追

加していることが確認できる。これらのことを踏まえると、申立人の国民年

金の加入手続は 12 年９月ごろに行われたものと考えられるが、その時点で

は、申立期間は時効により国民年金保険料を納付できない期間である上、申

立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も無い。 

   このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年８月から 61 年３月までの国民年金保険料については､納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年８月から 61年３月まで 

昭和 36 年から継続して国民年金保険料を納付しており、国民年金を辞

めた覚えは無い。領収印が押された手帳はほとんど保管しているが、申立

期間の領収書は無い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)は無い。 

また、申立人は、昭和 60 年８月の時点で国民年金の任意加入の喪失手続

を行った記憶は無いとしているものの、申立人が所持している国民年金手帳

には、60 年８月 13 日に被保険者資格を喪失した旨が記載されている上、当

該手帳に記載された資格喪失日は、市の記録及び社会保険庁の記録とも一致

しており、申立期間は国民年金の未加入期間となっている。 

さらに、申立人の夫は、昭和 60 年８月に共済組合を脱退し、厚生年金保

険に加入していることから、申立人が、その夫の共済組合の脱退を契機とし

て国民年金の任意加入の喪失手続を行ったことも考えられる。 

加えて、申立人は、申立期間の一部を含む昭和 60 年度２期（昭和 60 年７

月から同年９月まで）分の納入通知書兼領収証書が見付かったとして、それ

を提出しているが、当該領収証書には、既に納付済みとなっている昭和 60

年７月分に係る金融機関の領収印が押されているものの、同年８月及び同年

９月については、領収印を押す欄の一部及び全部が破損しており、残された

部分においても領収印は確認できない。 

このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 729 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 50 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 50年 12 月まで 

昭和 42 年ごろ、町内会の案内で母親が私の国民年金の加入手続を行い、

それ以降、毎月 100 円から 200 円の国民年金保険料を町内会の集金により

現金で納付していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間について、申立人の母親が国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料納付に関与しておらず、加入手続等を行ったとする母親も他

界しているため、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 12 月に払い出されて

いるが、その時点では、申立期間の大部分は特例納付によるほかは、時効に

より国民年金保険料を納付できない期間である上、特例納付していた形跡も

無く、申立期間について、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

無い。 

さらに、申立人は、申立人と同様に国民年金保険料の納付記録が無くなっ

ている者がいると主張しているため、申立人が名前を挙げた者を含む申立人

の近隣の者数名についての記録を調査したが、その内容に不自然な点は見ら

れなかった。 

このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

三重国民年金 事案 730 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から同年 10月まで 

    昭和 36年４月に国民年金に加入し、同年 11月に就職した後も母親が国

民年金保険料を納付していたため、社会保険庁から、国民年金と厚生年金

保険に重複して加入している期間について国民年金保険料を還付する旨の

電話を受けた。それにもかかわらず、厚生年金保険と重複していない申立

期間まで国民年金の加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、申立人の母親が国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人自身は国民年金の加入

手続及び保険料納付に関与しておらず、加入手続等を行ったとする申立人の

母親は高齢のため聴取に応ずることができないことから、加入手続及び保険

料納付の状況が不明である。 

   また、申立人は、国民年金手帳について受領した記憶が無いとしている上、

社会保険事務所及び市に確認しても、申立期間について、申立人に国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡は無く、申立人が国民年金に加入した形跡

は確認できない。 

さらに、申立人は、国民年金と厚生年金保険に重複して加入していたため、

社会保険庁から重複期間の国民年金保険料を還付する旨の電話を受けたと主

張しているが、受領した還付金の額や還付手続等についての記憶は無いとし

ている上、社会保険庁の記録においても、申立人が国民年金に加入した記録

は無いことから、還付に関する状況を確認することができない。 

   このほか、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 574 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 17年４月ごろから 20年９月ごろまで 

             ② 昭和 20年 11月ごろから 23年１月１日まで 

私は児童施設から小学校を卒業し、同児童施設内にあった農業訓練所で

約２年間訓練を受けた後、昭和 16、17 年ごろ、開拓移民として外国に行く

ことを拒否したことからＡ事業所で爆弾の信管を作る仕事を強制的にさせ

られた。終戦後、そこを解雇されてＢ事業所に１年ぐらい勤めた。申立期

間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録によると、Ａ事業所が厚生年金保険の適用事業所と

なった年月日は、昭和 21 年４月１日であり、申立期間①については、同事業

所は厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認できる。 

また、Ａ事業所は平成元年５月 21 日に厚生年金保険の適用事業所に該当し

なくなっている上、閉鎖登記簿謄本による調査でも当時の役員等関係者の所

在が判明しないため、申立人の申立期間①に係る勤務実態、厚生年金保険の

適用及び厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供述を得ることは

できなかった。 

さらに、申立人が申立期間①におけるＡ事業所の同僚であるとしている者

について、社会保険庁の厚生年金保険被保険者記録に該当者は見当たらない

上、当時の同事業所の従業員の連絡先等も不明であるため、申立てに係る事

実を確認できる供述等を得ることはできなかった。 

申立期間②について、社会保険事務所の記録によると、Ｂ事業所は厚生年

金保険の適用事業所として確認できない。 

また、法務局に照会したところ、Ｂ事業所の法人登記簿は見当たらないと



                      

  

の回答があり、当時の役員等関係者も不明であるため、申立人の申立期間②

に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況につ

いて関連資料や供述を得ることはできなかった。 

さらに、申立人は申立期間②当時の同僚の氏名を記憶しておらず、連絡先

も不明であるため、申立てに係る事実を確認できる供述等を得ることはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年１月１日から同年２月２日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）からＣ社に移籍する時、両社間での取り決めで空

白期間を置かないとの約束であった。Ｃ社の入社日は、昭和 62 年２月２

日と認識しているので、Ａ社の退職日が訂正されるべきではないか。申立

期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された社員データ及び厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書によると、申立人のＡ社の退職年月日は昭和 61 年 12月 31 日となってい

る上、申立人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は 62 年１月１日となって

おり、これは社会保険事務所の記録と一致している。 

また、申立人は、Ｃ社には昭和 62 年２月２日に入社したとしているが、こ

れは同社から提出された従業員情報（データ）における申立人の入社年月日

と一致している上、社会保険事務所に記録されている申立人の厚生年金保険

被保険者の資格取得日とも一致している。 

さらに、申立人が記憶している申立期間当時のＡ社の同僚からは、「申立

人のことは覚えているが、申立人がいつＡ社を退社したか覚えていない。」

と供述している上、社会保険事務所が保管している同社の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿に記載されている申立期間に厚生年金保険被保険者であっ

た複数の同僚に照会したところ、申立人のことは記憶しておらず、申立てに

係る事実を確認できる供述を得ることができなかった。 

加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録によると、昭和 45 年４

月１日資格取得、61 年 12 月 31 日離職となっており、申立期間に係る加入記

録は無い。 



                      

  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 576 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年５月１日から 34年７月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申

立期間について厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらっ

た。Ａ事業所（現在は、Ｂ社）の勤務証明書を提出するので、申立期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人からＡ事業所の勤務証明書の提出があったものの、申立人の申立期

間に係る勤務実態、厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況に

ついてＢ社に照会したところ、「申立人が当該事業所に勤務していたことは

判明しているが、資料が残っていないため勤務期間は不明である。また、厚

生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況についても、当時の資料

は残っておらず、役員等関係者も既に他界しているため不明である。」との

回答があり、これらを確認できる供述等を得ることはできなかった。 

また、Ａ事業所において申立期間に厚生年金保険被保険者であった複数の

同僚に照会したものの、当時の同事業所における厚生年金保険適用に係る取

扱い等についての供述等は得られなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿の健康保険番号＊番（昭和 32 年９月 26 日資格取得）から＊番

（昭和 33 年６月 20 日資格取得、申立人は＊番）までを調査したが、申立人

の氏名は無く、記載内容に不合理な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 577 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年９月 21日から 34 年９月 21日まで 

私は、Ａ社で荷造りの仕事をしていた。昭和 34 年１月に親方の自宅へ新

年のあいさつに行っており、間違いなく同社に勤めていた。申立期間につ

いて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は平成 14 年１月 24 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

ている上、閉鎖登記簿謄本で判明した当時の役員等関係者に照会を試みたも

のの、いずれも既に他界しているため、申立人の申立期間に係る勤務実態、

厚生年金保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況について関連資料や供

述を得ることはできなかった。 

また、申立人が記憶している同僚からは、「申立人のことは覚えているが、

申立人が勤務していた時期等については覚えていない。」と供述している上、

社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

記載されている申立期間に厚生年金保険被保険者であった複数の同僚に照会

したところ、申立人のことは記憶しておらず、申立てに係る事実を確認でき

る供述を得ることができなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には、申立人の被保険者資格の喪失日が昭和 33 年９月 21 日と記載

されており、訂正された形跡も無く、記載内容に不自然な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。



                      

 

  

三重厚生年金 事案 578 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月 21日から 55 年３月 10日まで 

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期間について厚

生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を受けたが、私は昭和 53 年

にＡ社の支店長と本社営業部長を兼務していた記憶がある。55 年３月にＢ

社を設立するまで健康保険証を使用していたので、厚生年金保険被保険者

期間は継続されていたはずである。申立期間について厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における雇用保険の加入記録によると、昭和 45 年４月１日資

格取得、53 年 10 月 20 日離職となっており、申立期間に係る加入記録は無い

上、社会保険事務所の厚生年金保険の加入記録と一致している。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社の健康保険厚生年金保険被保険

者原票には、健康保険継続療養証明書の交付記録があり、申立人は申立期間

に健康保険継続療養を受給していたことが確認できる。 

さらに、申立人が代表取締役を務めていたＢ社の閉鎖登記簿謄本によると、

同社は昭和 53 年 10 月 27 日に設立されており、これは申立人のＡ社に係る厚

生年金保険の資格喪失日の６日後となっている。 

加えて、Ａ社の元役員及び申立期間に同社において厚生年金保険被保険者

であった複数の同僚に照会したところ、当時の同社における厚生年金保険適

用に係る取扱い等についての供述等は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

三重厚生年金 事案 579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 29年９月から 30年 11月 20日まで 

             ③ 昭和 31年 10月 31日から同年 12 月 15日まで 

中学校を卒業した昭和 29 年７月から父親が働いていたＡ事業所（現在は、

Ｂ社Ｃ支社）に入社し、同年９月にＤ社（現在は、Ｅ社）に異動した。当

時の同僚についても記憶があり、働いていたのは短い期間ではなかった。

申立期間について厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険の

適用及び厚生年金保険料の控除の状況についてＡ事業所に係る社会保険関係

の事務を継承しているＢ社本社に照会したところ、当時の資料は残っていな

いため不明であるとの回答があり、これらを確認できる関係資料や供述を得

ることはできなかった。 

また、Ａ事業所の当時の事業主の子から、「当該事業所の従業員の名簿に

は、申立人の氏名は無く、申立人より先に入社していたとされる申立人の父

親の入社日は、申立期間①よりも後の昭和 29 年 10 月 10 日となってい

る。」との回答があった。 

さらに、申立期間①にＡ事業所に在籍していた複数の同僚に照会したもの

の、申立人のことを記憶しておらず、申立てに係る事実を確認できる供述等

を得ることはできなかった。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ事業所の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立期間①について申立人の氏名は無く、健康保険整理

番号欠番も無いことから、申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 



                      

  

申立期間②及び③について、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金

保険の適用及び厚生年金保険料の控除の状況についてＥ社に照会したところ、

当時の資料は残っていないため不明であるとの回答があり、これらを確認で

きる関係資料や供述を得ることはできなかった。 

また、申立期間②及び③にＤ社に在籍していた複数の同僚（申立人が記憶

している同僚を含む。）に照会したところ、当時の記憶は不明確であり、申

立てに係る事実を確認できる供述等を得ることはできなかった上、これらの

同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日を確認したところ、本人が記憶し

ている入社時期より７か月から２年くらい後に資格を取得していることから、

同社においては、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは

言えない状況がうかがえる。 

さらに、社会保険事務所が保管しているＤ社の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿には、申立期間②及び③について申立人の氏名は無く、記載内容に

不合理な点は見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

 

  

三重厚生年金 事案 580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年７月１日から 12年２月 28日まで 

事業所が適用事業所に該当しなくなった後に平成 11 年７月から 12 年１

月までの標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額処理されている。標準報酬月額を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁の記録により、平成

12 年２月 28 日に適用事業所に該当しなくなっているところ、同年３月３日

付けで申立人の 11 年７月から 12 年１月までの厚生年金保険の標準報酬月額

について、遡及
そきゅう

して 56 万円から９万 8,000 円に訂正されていることが確認で

きる。 

一方、申立人は、Ａ社における社会保険の手続はその妻が行っていたとし

ているところ、その妻は「当該事業所を適用事業所から除外する手続をする

ため社会保険事務所に行ったが、標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額する手続は行

っていない。」と主張しているが、社会保険事務所における適用事業所の全

喪処理、標準報酬月額の訂正処理及び資格喪失の処理が同日に行なわれてい

ること、及び申立人は同社の代表取締役であり、その妻が同社の社会保険の

手続を行っていたことを踏まえると、申立人が関与せずに社会保険事務所に

おいて標準報酬月額の改定処理がなされたとは考え難く、申立人は、自らの

標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として

自らの標準報酬月額に係る減額処理が有効なものでないと主張することは信

義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。



                      

  

三重厚生年金 事案 581（事案 121の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年７月から 35年５月まで 

申立期間については、年金記録の訂正はできない旨の通知を受けたが、

今回、昭和 34 年の元旦に会社で撮った集合写真が見付かったので提出する。

その写真に写っている同僚には、厚生年金保険被保険者記録があるのに、

私の記録が無いのは納得できない。再申立てするので、申立期間について

厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、社会保険事務所が保管しているＡ社Ｂ

支店の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名が無いこと、申立

人と同時期に同事業所に入社したとする同僚についても、厚生年金保険被保

険者資格は申立人が同事業所を退職した後に取得しており、同事業所では必

ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは言えない状況がうか

がえること、及び同事業所を統合した同社Ｃ支店に照会したものの、当時の

資料等は残っておらず、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び供述を

得ることができなかったこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づく

平成 20 年８月 28 日付けの年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われ

ている。 

申立人は、申立ての事業所に勤務していた当時の写真が見付かり、その写

真に写っている同僚の厚生年金保険被保険者記録はあるのに申立人の記録が

無いことに納得できないことから、事実関係を再確認してほしいと主張して

いるが、当該写真に写っている申立人から氏名の提示があった同僚３人のう

ち、２人は既に他界しており、新たに申立てに係る事実を確認できる供述等

を得ることはできなかった上、もう１人から「会社が社会保険に加入させる



                      

  

時期は従業員によってまちまちだった。」との回答があったこと、及び当該

事業所において申立期間に厚生年金保険被保険者であった別の同僚３人のう

ち、１人は入社と同時に厚生年金保険被保険者資格を取得しているが、２人

は入社日の約１年後に資格を取得していることを踏まえると、同事業所にお

いては、必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたとは言えない

状況が改めてうかがえる。 

したがって、申立人が主張している事情を調査しても、委員会の当初の決

定を変更すべき新たな事情とは認められず、そのほかに委員会の当初の決定

を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険被

保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

 




